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2011 年度宮城県の市町村における消費生活相談窓口業務等に関するアンケート調査結果 

宮城県生活協同組合連合会 

 

○ 調査の目的 
実効性のある地方消費者行政の充実をめざし、県民の生活の向上に向けて、 

① 宮城県への要望・懇談、並びに、県議・首長懇談等へのデータとすること 
② 新聞等への情報提供により、県民の消費者行政についての関心を高めること 

    に活用します。 
○ 調査期間 2011 年 9 月 20 日～10 月 10 日 
○ 調査方法 郵送・FAX による調査票の回収ならびにメールによる回答 
○  回答数 33 市町村（回答の無い市町村 女川町・南三陸町） 

 
                            文中の▶表は資料集の番号 

1. 宮城県内市町村の消費生活相談窓口の状況  ▶表１ 参照 

（１）消費生活相談窓口の設置状況 

①2011 年度新規に〔栗原市（2 人）大和町（1 人）色麻町（2 人）〕が相談員を配置し窓

口を開設ました。相談員を配置し相談窓口を運営している市町村は 30 市町村です。 
②窓口の開設時間に大きな変更はありませんが、新規開設の市町村では職員による受付

（8：30～17：30）から相談員による受付に変わるため（9：00～16：00）時間数は減 

っています。 
③石巻市※と多賀城市※では市民相談を含めた総合相談の形で受付をしています。 
④相談員のいない市町村は〔七ヶ宿町・丸森町・大郷町・富谷町・大衡村〕です。 
⑤富谷町では、月２回、行政相談・消費生活相談会を実施しています。 

●１ 消費生活相談員を配置し、相談を受け付けている市町村 

開設日数（日／週） 市町村名 市町村数 

7 日 仙台市  1 市 

5 日 石巻市※、気仙沼市、名取市、角田市、多賀城市※、登米市、

栗原市、大崎市、亘理町、美里町 

8 市、2 町 

4 日 塩釜市、山元町、加美町 1 市、2 町 

3 日 白石市、岩沼市、東松島市、蔵王町、村田町、柴田町、大和町、

女川町 

3 市、5 町 

2 日 大河原町、松島町、七ヶ浜町、利府町、色麻町、涌谷町 

南三陸町 

7 町 

1 日 川崎町（相談員勤務は月 5 日） 1 町 

              計 13 市、17 町 

参考：宮城県 週 7 日開設 太字は今年度開設    （未提出の市町村は宮城県の調査より） 

 
（２）消費生活相談窓口の案内方法  ▶表 2 参照 

 ①27 市町村が広報誌を活用して窓口をお知らせしています。また、ホームページの活

用が進み 28 市町村で注意喚起やクーリング・オフの方法などを案内しています。１

３市町村では消費生活講座・出前講座を行いながら案内しています。 



②消費生活相談窓口として案内しているのは 14 市町村〔仙台市・塩釜市・気仙沼市・

白石市・名取市・登米市・栗原市・東松島市・大崎市・柴田町・色麻町・加美町・美里

町・南三陸町〕、市民相談として案内しているのは２市〔石巻市・多賀城市〕です。専用

回線を設け相談窓口の人称を使うことにより、住民にとってわかりやすいものになりま

す。 
③FM 放送・ポケットティッシュ・フリーペーパー等を利用したお知らせも行われてい

ます。〔仙台市・名取市・登米市・栗原市〕 
 

２．消費生活相談員の状況  ▶表１ 参照 

（１）消費生活相談員の変化と配置状況 

①既設の相談窓口の相談員数に大きな変化はありませんが、新規開設により 5 人〔栗原

市（2 人）大和町（1 人）色麻町（2 人）〕増加しました。昨年度は活性化基金の活用に

より既設の窓口でも増員がありましたが、今年度は新規の相談窓口のみの増員となりま

した。 
②既設の相談室では２人〔石巻市（6 人→5 人）女川町（1 人→0 人）〕の相談員が減少

しました。〔女川町〕では、相談員が被災したため、復帰まで職員が対応しています。 
●２ 相談員数の変化（全体） 

  相談員数（ ）は 2010 年 うち有資格（ ）は 2010 年 うち無資格（ ）は 2010 年 

市町村計 59 人（56 人） 33 人（28 人） 26 人（28 人）  
 

参考：宮城県の相談員（地方県事務所をふくむ）29 人（▲2 人） 
 
③市町村別の相談員数は複数配置が 14 市町村、1 人のみ配置が 15 市町村です。 
複数の相談員のいる市町村でも交代制で一人体制のところがあります。 
被害防止の啓発業務を行うためには複数勤務が必要です。 

●3 相談員配置人数  
相談員数 市町村人 市町村数 

12 人 仙台市  1 市 

5 人 石巻市 1 市 

4 人 大崎市 1 市 

3 人 気仙沼市、登米市 2 市 

2 人 名取市、角田市、多賀城市、栗原市、東松島市、山元町 

色麻町、涌谷町、美里町 

5 市、4 町 

1 人 塩釜市、白石市、岩沼市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町 

川崎町、亘理町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、加美町 

南三陸町 

3 市、12 町 

※女川町は相談員が休職中のため含みません。 
 
④これまでに活性化基金を活用し、１３市町村〔仙台市・石巻市・角田市・多賀城市・

栗原市・大崎市・蔵王町・村田町・山元町・大和町・色麻町・涌谷町・美里町〕が相談

員の増員を行っています。（宮城県消費生活センター資料より）被災地では活性化基金の

期限が延びていますが、今後基金終了によって相談員数が基金以前の体制に戻ることの



無いよう予算の継続を望みます。 
 

（２）消費生活相談員の研修状況 ▶表 2 参照 

①相談員の研修参加者数（延べ人数） 
昨年度に比べ、宮城県で開催した研修参加人数〔延べ 150 人→251 人〕が増えていま

す。宮城県が昨年度より実施している「消費生活相談員養成講座」への参加によるもの

と思われます。 
②その他に、活性化基金を利用した弁護士等による市町村独自の研修も行われています。 
〔延べ 65 人参加〕 

 
３．２０１０年度宮城県内の消費生活相談件数 ▶表１ 参照 

①合計相談件数は宮城県・市町村ともに減少しています。国民生活センター（PIO-NET）
の集計でも、前年比 98.5％でわずかに減少しています。 

●４ 相談件数（件） 宮城県消費生活センター調べ 
 2010 2009 2010-2009 2010／2009 
市町村受付 12,763 13,855    △1,092 92.1 
宮城県受付 9,960 10,948 △ 988 91.0 

合計 22,723 24,803   △2,080 91.6 
 
②宮城県や国民生活センターにアドバイスを求めた市町村は、回答のあった 33 市町村

中 23 市町村でした。宮城県や国民生活センターにはセンター・オブ・センターズの役

割が期待されていると言えます。 
 

４．消費者行政を担当する職員の状況 ▶表 3 参照 

（１）配置状況 

①消費者行政を担当する職員数に大きな変化はありません。 

②専任の職員が配置されている市町村は〔仙台市〕〔気仙沼市〕の 2市でした。 

③兼務する業務内容は昨年と同じく「商工観光」「戸籍」「人権」「生活環境」等でした。 

 

（２）職員の研修状況 ▶表 2 参照 

①昨年度に比べ、職員の研修参加者数は減少しています。相談員の勤務時間外に相談電

話を受ける体制が多いため、担当職員も研修を受けることが必要です。 

 

５．消費者行政予算について 

①震災により被災した相談室の再建に活性化基金が活用されました。 
②活性化基金の申請により予算の増減が見られます。 
③活性化基金によって増員された相談員数が元に戻る傾向があります。 
石巻市〔６人→５人〕 

 
６．消費者への情報提供の状況  ▶表 5 参照 

（１）情報提供の方法 

①広報誌への記事の掲載は２８市町村で、相談窓口開設の市町村ではほとんど行われて



います。七ヶ浜町と丸森町では窓口はありませんが記事を掲載しています。 

②ホームページによる相談窓口の案内は、ほとんどの市町村で行われていますが、専用

ページでクーリング・オフや、トラブル事例等の情報提供を行っているのは６市町村〔仙

台市・石巻市・東松島市・大崎市・亘理町・加美町〕でした。 

③出前講座や消費生活講座に延べ約 8,000 人が参加しています。寸劇等を利用した悪質

商法防止の講座が主流です。 

④仙台市では学校と連携し「インターネットトラブル防止」等について授業の中で啓発

を行っています。 

⑤製品事故情報を提供したのは２市〔名取市・岩沼市〕でした。 

 

７．自治体内・外での連携について ▶表６参照 

①福祉・税務との連携が多くなっており、高齢者や多重債務対策が関連していると思わ

れますが、教育（学校）関係が少ない傾向です。PIO-NET ではデジタルコンテンツ系

の相談が第３位になっていますので、学校での消費者教育に取組む必要があります。 
②大崎定住自立圏協定により大崎管内５市町村〔大崎市・色麻町・加美町・涌谷町・美

里町〕では多重債務相談で連携を進めています。 
③登米市では自殺予防推進協議会により庁舎内・警察・宮城県と連携しています。 

 
８．市町村からの意見（主な意見の抜粋） ▶表７参照 

（１）高齢者トラブルの防止について出来ると思うこと 

①高齢者見守り事業の推進 
②出前講座による啓発 

（２）若者のトラブル防止について出来ると思うこと 

①教育委員会との連携 
②成人式でのパンフレット配布 

（３）多重債務対策について出来ると思うこと 

①相談窓口の認知度を向上させ、早期に専門家につなげる。 
②役場内・地域との連携 

（４）自治体の消費者行政の課題 

①相談窓口の認知度アップ 
②相談員のスキルアップと後継者の育成 
③基金終了後の予算 

（５）国・消費者庁への要望 

①基金の継続、財政的支援 
②困難な相談事例に関する専門組織 

（６）消費者団体との協働 

①消費者リーダーの育成 
②見守り体制を強化するため消費者目線を生かす。 
③効果的な啓発を一緒に行う。 

 
 
 



９．調査のまとめ 

今年度で７回目の調査となり、本アンケートに継続的にご協力いただいたことに感謝い

たします。 

本年 3 月 11 日の東日本大震災では、県内市町村の行政にも大きな影響をもたらしまし

た。相談業務にも影響が及んだこととご推察いたします。震災直後に宮城県や仙台市に寄

せられた相談は、本来の消費生活相談内容とは異なり、生活に関する問い合わせが大半を

占めました。しかし、時間が経過するにつれインターネットでのトラブルや放射性物質の

不安に関する相談が増加するなど、消費生活相談窓口に求められる相談分野にも広がりが

みられました。日常生活を取り戻すことにより、振込め詐欺や貴金属の買取り訪問の被害

も増加するなど、消費者トラブルに休みはありません。 

宮城県の消費者施策基本計画（第 2期）が策定され、市町村の相談体制の強化、高齢者・

若者の消費者被害対策、多重債務対策が主要重点推進項目として定められました。これら

の政策推進には、他の関係機関や民間などとの連携・協力を図ることが必要です。また、

消費者被害から、自らを守る消費者としての力量を上げるための養成講座などを、民間の

力を活用して行うことも消費者団体への支援となります。 

消費者トラブル防止には、消費者に情報が届くこと、消費者自身が興味関心を持ち相談

窓口を知っておくこと、相談窓口は速やかに専門家につなげることが欠かせません。市町

村の相談窓口が住民に寄り添った存在であるよう、私たち消費者も意見を届け協同の立場

で活動できる姿勢をとっていくべきと考えます。 

 このアンケート調査結果から見える宮城県内の消費生活相談窓口業務の実情を踏まえ、

宮城県及び市町村の消費者行政の充実・強化に向けて下記のとおり意見をまとめましたの

で報告させていただきます。 

 

記 

 
１．宮城県と全ての市町村は地方消費者行政活性化基金を評価し、国に対し地方消費者

行政充実のための予算措置の継続を求める意見書を提出して下さい。 

 

２．全ての市町村において、消費生活センターの基準（消費者安全法：週４日以上の開

設、相談員の配置）を満たした消費生活相談窓口を設置し、※PIO－NET（全国消費

生活情報ネットワーク・システム）を設置して下さい。独自の設置が困難な場合は、

広域連携による相談体制を検討するなど考慮に入れて下さい。 

※ PIO-NET とは国民生活センターと全国の消費生活センターをネットワークで結び、消費者から

消費生活センターに寄せられる消費生活相談情報の収集を行っているシステムです。 

 

 ３．全ての市町村は民間の力（消費者団体や消費者サポーター）を活用し地域に根ざし

た啓発活動を推進して下さい。 

  

４．全ての市町村において、被害防止のために消費生活相談窓口の認知度を上げる取り

組みを強化して下さい。 

 

５．全ての市町村において、担当する行政職員自身も消費生活に関する基本的な研修を

受け、消費生活相談の重要性について認識し、相談体制と啓発に関する政策を実施

して下さい。 



 

６．全ての市町村において、消費者行政部門と福祉・税務・教育等の分野と連携し、ト

ラブルの未然防止に取組むとともに被害者のもとに出向き寄り添った相談体制を拡

充して下さい。 

 

７．宮城県はセンター・オブ・センターズとして、困難事例等の市町村からの問合せや

２次相談に対処できるよう専門的な相談体制を強化して下さい。また、再発防止に

向けた情報を消費者に向けて発信するツールを構築して下さい。 

 

８．宮城県は活性化基金終了後も消費生活相談員養成講座を継続し、市町村における相

談員の確保に引き続き取組んで下さい。 

 

９．宮城県は消費者サポーター（リーダー）の育成に取り組み、トラブルの事前防止の

ために、市町村の啓発体制に消費者が参加できる取り組みを検討して下さい。 

 

10．消費者及び消費者団体は自分の住む市町村の消費者行政に関心を持ち、消費生活講

座等に参加するとともに消費者の目線で市町村に対し意見を伝え、消費者行政の充

実を目指して活動することが重要です。行政と協力し消費者啓発等に取り組み消費

者市民社会の構築をすすめていくべきと考えます。 

 

 

以上 
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